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無
号
勅
令 

 

日
露
講
和
条
約 

 

朕
、
明
治
三
十
八
年
九
月
五
日
、
亜
米
利 

加
合
衆
国
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
」（「
ニ
ュ
ー
、
ハ
ム 

プ
シ
ヤ
」
州
）
ニ
於
テ
、
朕
カ
全
権
委
員
ト 

露
西
亜
国
全
権
委
員
ノ
記
名
調
印
シ 

タ
ル
講
和
条
約
ヲ
批
准
シ
、
茲
ニ
之
ヲ 

公
布
セ
シ
ム
。 

 

御
名
御
璽 

 

明
治
三
十
八
年
十
月
十
六
日 

内
閣
総
理
大
臣
兼 

外
務
大
臣 

 
 
 

伯
爵 

桂
太
郎  

  

日
本
国
皇
帝
陛
下
及
全
露
西
亜
国
皇
帝
陛
下 

ハ
、
両
国
及
其
ノ
人
民
ニ
平
和
ノ
幸
福
ヲ
回
復 

セ
ム
コ
ト
ヲ
欲
シ
、
講
和
条
約
ヲ
締
結
ス
ル
コ 

ト
ニ
決
定
シ
、
之
カ
為
ニ
、
日
本
国
皇
帝
陛
下
ハ 

外
務
大
臣
従
三
位
勲
一
等
男
爵
小
村
寿
太
郎 

閣
下
、
及
亜
米
利
加
合
衆
国
駐
箚
特
命
全
権
公 

使
従
三
位
勲
一
等
高
平
小
五
郎
閣
下
ヲ
、
全
露 

西
亜
国
皇
帝
陛
下
ハ
「
プ
レ
シ
デ
ン
ト
、
オ
ヴ
、
ゼ
、
コ
ム
ミ 

https://www.digital.archives.go.jp/img/693725
https://www.digital.archives.go.jp/img/693725
https://www.archives.go.jp/exhibition/permanent_exhibition/explanatorynote_test.pdf


ッ
チ
ー
、
オ
ヴ
、
ミ
ニ
ス
タ
ー
ス
、
オ
ヴ
、
ゼ
、
エ
ム
パ
イ
ア
、
オ
ヴ
、
ロ
シ
ア
」「
セ
ク
レ 

タ
リ
ー
、
オ
ヴ
、
ス
テ
ー
ト
」「
セ
ル
ジ
、
ウ
ヰ
ッ
テ
」
閣
下
、
及
亜
米
利 

加
合
衆
国
駐
在
箚
特
命
全
権
大
使
「
マ
ス
タ
ー
、
オ
ヴ
、
ゼ
、
イ 

ム
ピ
リ
ア
ル
、
コ
ー
ル
ト
、
オ
ヴ
、
ロ
シ
ア
」
男
爵
「
ロ
ー
マ
ン
、
ロ
ー
ゼ
ン
」
閣
下
ヲ
、 

各
其
ノ
全
権
委
員
ニ
任
命
セ
リ
。
因
テ
各
全
権 

委
員
ハ
互
ニ
其
ノ
委
任
状
ヲ
示
シ
、
其
ノ
良
好 

妥
当
ナ
ル
ヲ
認
メ
、
以
テ
左
ノ
諸
条
款
ヲ
協
議 

決
定
セ
リ
。 

第
一
条 

日
本
国
皇
帝
陛
下
ト
全
露
西
亜
国
皇
帝
陛
下 

ト
ノ
間
及
両
国
並
両
国
臣
民
ノ
間
ニ
、
将
来
平 

和
及
親
睦
ア
ル
ヘ
シ
。 

第
二
条 

露
西
亜
帝
国
政
府
ハ
、
日
本
国
カ
韓
国
ニ
於
テ 

政
事
上
、
軍
事
上
、
及
経
済
上
ノ
卓
絶
ナ
ル
利
益 

ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
承
認
シ
、
日
本
帝
国
政
府
カ
韓 

国
ニ
於
テ
必
要
ト
認
ム
ル
指
導
、
保
護
、
及
監
理 

ノ
措
置
ヲ
執
ル
ニ
方
リ
、
之
ヲ
阻
礙
シ
、
又
ハ
之 

ニ
干
涉
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
。 

韓
国
ニ
於
ケ
ル
露
西
亜
国
臣
民
ハ
、
他
ノ
外
国 

ノ
臣
民
又
ハ
人
民
ト
全
然
同
樣
ニ
待
遇
セ
ラ 

ル
ヘ
ク
、
之
ヲ
換
言
ス
レ
ハ
、
最
恵
国
ノ
臣
民
、
又 

ハ
人
民
ト
同
一
ノ
地
位
ニ
置
カ
ル
ヘ
キ
モ
ノ 

ト
知
ル
ヘ
シ
。 

両
締
約
国
ハ
一
切
誤
解
ノ
原
因
ヲ
避
ケ
ム
カ 

為
、
露
韓
間
ノ
国
境
ニ
於
テ
、
露
西
亜
国
又
ハ
韓 

国
ノ
領
土
ノ
安
全
ヲ
侵
迫
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ 

キ
、
何
等
ノ
軍
事
上
措
置
ヲ
執
ラ
サ
ル
コ
ト
ニ 

同
意
ス
。 第

三
条 

日
本
国
及
露
西
亜
国
ハ
互
ニ
左
ノ
事
ヲ
約
ス
。 

一 

本
条
約
ニ
附
属
ス
ル
追
加
約
款
第
一 

ノ
規
定
ニ
従
ヒ
、
遼
東
半
島
租
借
権
カ 



其
ノ
效
力
ヲ
及
ホ
ス
地
域
以
外
ノ
満 

洲
ヨ
リ
、
全
然
且
同
時
ニ
撤
兵
ス
ル
コ
ト
。 

     

二 
前
記
地
域
ヲ
除
ク
ノ
外
、
現
ニ
日
本
国 

又
ハ
露
西
亜
国
ノ
軍
隊
ニ
於
テ
、
占
領 

シ
、
又
ハ
其
ノ
監
理
ノ
下
ニ
在
ル
満
洲 

全
部
ヲ
挙
ケ
テ
、
全
然
清
国
專
属
ノ
行 

政
ニ
還
附
ス
ル
コ
ト
。 

露
西
亜
帝
国
政
府
ハ
清
国
ノ
主
権
ヲ
侵
害
シ
、 

又
ハ
機
会
均
等
主
義
ト
相
容
レ
サ
ル
何
等
ノ 

領
土
上
利
益
、
又
ハ
優
先
的
若
ハ
專
属
的
譲
与 

ヲ
、
満
洲
ニ
於
テ
有
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
声
明
ス
。 

第
四
条 

日
本
国
及
露
西
亜
国
ハ
清
国
カ
満
洲
ノ
商
工 

業
ヲ
発
達
セ
シ
メ
ム
カ
為
、
列
国
ニ
共
通
ス
ル 

一
般
ノ
措
置
ヲ
執
ル
ニ
方
リ
、
之
ヲ
阻
礙
セ
サ 

ル
コ
ト
ヲ
互
ニ
約
ス
。 

第
五
条 

露
西
亜
帝
国
政
府
ハ
清
国
政
府
ノ
承
諾
ヲ
以 

テ
、
旅
順
口
・
大
連
並
其
ノ
附
近
ノ
領
土
、
及
領
水 

ノ
租
借
権
、
及
該
租
借
権
ニ
関
連
シ
、
又
ハ
其
ノ 

一
部
ヲ
組
成
ス
ル
一
切
ノ
権
利
、
特
権
、
及
譲
与 

ヲ
日
本
帝
国
政
府
ニ
移
転
譲
渡
ス
。
露
西
亜
帝 

国
政
府
ハ
、
又
前
記
租
借
権
カ
其
ノ
效
力
ヲ
及 

ホ
ス
地
域
ニ
於
ケ
ル
一
切
ノ
公
共
営
造
物
、
及 

財
産
ヲ
日
本
帝
国
政
府
ニ
移
転
譲
渡
ス
。 

両
締
約
国
ハ
前
記
規
定
ニ
係
ル
清
国
政
府
ノ 

承
諾
ヲ
得
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
互
ニ
約
ス
。 

日
本
帝
国
政
府
ニ
於
テ
ハ
前
記
地
域
ニ
於
ケ 

ル
露
西
亜
国
臣
民
ノ
財
産
権
カ
完
全
ニ
尊
重 

セ
ラ
ル
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
約
ス
。 

第
六
条 

露
西
亜
帝
国
政
府
ハ
、
長
春
（
寛
城
子
）
・
旅
順
口
間 



ノ
鉄
道
、
及
其
ノ
一
切
ノ
支
線
、
並
同
地
方
ニ
於 

テ
之
ニ
附
属
ス
ル
一
切
ノ
権
利
、
特
権
、
及
財
産
、 

及
同
地
方
ニ
於
テ
該
鉄
道
ニ
属
シ
、
又
ハ
其
ノ 

利
益
ノ
為
ニ
経
営
セ
ラ
ル
ル
一
切
ノ
炭
坑
ヲ 

補
償
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
、
且
清
国
政
府
ノ
承 

諾
ヲ
以
テ
、
日
本
帝
国
政
府
ニ
移
転
譲
渡
ス
ヘ 

キ
コ
ト
ヲ
約
ス
。 

両
締
約
国
ハ
、
前
記
規
定
ニ
係
ル
清
国
政
府
ノ 

承
諾
ヲ
得
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
互
ニ
約
ス
。 

第
七
条 

日
本
国
及
露
西
亜
国
ハ
、
満
洲
ニ
於
ケ
ル
各
自 

ノ
鉄
道
ヲ
全
ク
商
工
業
ノ
目
的
ニ
限
リ
経
営 

シ
、
決
シ
テ
軍
略
ノ
目
的
ヲ
以
テ
之
ヲ
経
営
セ 

サ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
。 

該
制
限
ハ
遼
東
半
島
租
借
権
カ
其
ノ
效
力
ヲ 

及
ホ
ス
地
域
ニ
於
ケ
ル
鉄
道
ニ
適
用
セ
サ
ル 

モ
ノ
ト
知
ル
ヘ
シ
。 

第
八
条 

日
本
帝
国
政
府
及
露
西
亜
帝
国
政
府
ハ
交
通
、 

及
運
輸
ヲ
増
進
シ
、
且
之
ヲ
便
易
ナ
ラ
シ
ム
ル 

ノ
目
的
ヲ
以
テ
、
満
洲
ニ
於
ケ
ル
其
ノ
接
続
鉄 

道
業
務
ヲ
規
定
セ
ム
カ
為
、
成
ル
ヘ
ク
速
ニ
別 

約
ヲ
締
結
ス
ヘ
シ
。 

第
九
条 

露
西
亜
帝
国
政
府
ハ
、
薩
哈
嗹
島
南
部
、
及
其
ノ 

附
近
ニ
於
ケ
ル
一
切
ノ
島
嶼
、
並
該
地
方
ニ
於 

ケ
ル
一
切
ノ
公
共
営
造
物
、
及
財
産
ヲ
完
全
ナ 

ル
主
権
ト
共
ニ
、
永
遠
日
本
帝
国
政
府
ニ
譲
与 

ス
。
其
ノ
譲
与
地
域
ノ
北
方
境
界
ハ
北
緯
五
十 

度
ト
定
ム
。
該
地
域
ノ
正
確
ナ
ル
経
界
線
ハ
、
本 

条
約
ニ
附
属
ス
ル
追
加
約
款
第
二
ノ
規
定
ニ 

従
ヒ
之
ヲ
決
定
ス
ヘ
シ
。 

日
本
国
及
露
西
亜
国
ハ
、
薩
哈
嗹
島
、
又
ハ
其
ノ 



附
近
ノ
島
嶼
ニ
於
ケ
ル
各
自
ノ
領
地
内
ニ
、
堡 

塁
其
ノ
他
之
ニ
類
ス
ル
軍
事
上
工
作
物
ヲ
築 

造
セ
サ
ル
コ
ト
ニ
互
ニ
同
意
ス
。
又
、
両
国
ハ
、
各 

宗
谷
海
峡
及
韃
靼
海
峡
ノ
自
由
航
海
ヲ
妨
礙 

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
、
何
等
ノ
軍
事
上
措
置
ヲ 

執
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
。 

第
十
条 

日
本
国
ニ
譲
与
セ
ラ
レ
タ
ル
地
域
ノ
住
民
タ 

ル
露
西
亜
国
臣
民
ニ
付
テ
ハ
、
其
ノ
不
動
產
ヲ 

売
却
シ
テ
本
国
ニ
退
去
ス
ル
ノ
自
由
ヲ
留
保 

ス
。
但
シ
、
該
露
西
亜
国
臣
民
ニ
於
テ
譲
与
地
域 

ニ
在
留
セ
ム
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
、
日
本
国
ノ
法 

律
、
及
管
轄
権
ニ
服
従
ス
ル
コ
ト
ヲ
条
件
ト
シ 

テ
、
完
全
ニ
其
ノ
職
業
ニ
従
事
シ
、
且
財
產
権
ヲ 

行
使
ス
ル
ニ
於
テ
支
持
保
護
セ
ラ
ル
ヘ
シ
。
日 

本
国
ハ
政
事
上
又
ハ
行
政
上
ノ
権
能
ヲ
失
ヒ 

タ
ル
住
民
ニ
対
シ
、
前
記
地
域
ニ
於
ケ
ル
居
住 

権
ヲ
撤
回
シ
、
又
ハ
之
ヲ
該
地
域
ヨ
リ
放
逐
ス 

ヘ
キ
充
分
ノ
自
由
ヲ
有
ス
。
但
シ
、
日
本
国
ハ
前 

記
住
民
ノ
財
產
権
カ
完
全
ニ
尊
重
セ
ラ
ル
ヘ 

キ
コ
ト
ヲ
約
ス
。 

第
十
一
条 

露
西
亜
国
ハ
日
本
海
、
「
オ
コ
ー
ツ
ク
」
海
、
及
「
ベ
ー 

リ
ン
グ
」
海
ニ
瀕
ス
ル
露
西
亜
国
領
地
ノ
沿
岸 

ニ
於
ケ
ル
漁
業
権
ヲ
、
日
本
国
臣
民
ニ
許
与
セ 

ム
カ
為
、
日
本
国
ト
協
定
ヲ
ナ
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ 

約
ス
。 

前
項
ノ
約
束
ハ
前
記
方
面
ニ
於
テ
既
ニ
露
西 

亜
国
、
又
ハ
外
国
ノ
臣
民
ニ
属
ス
ル
所
ノ
権
利 

ニ
影
響
ヲ
及
サ
サ
ル
コ
ト
ニ
双
方
同
意
ス
。 

第
十
二
条 

日
露
通
商
航
海
条
約
ハ
、
戦
争
ノ
為
廃
止
セ
ラ 

レ
タ
ル
ヲ
以
テ
、
日
本
帝
国
政
府
及
露
西
亜
帝 



国
政
府
ハ
、
現
下
ノ
戦
争
以
前
ニ
效
力
ヲ
有
シ 

タ
ル
条
約
ヲ
基
礎
ト
シ
テ
、
新
ニ
通
商
航
海
条 

約
ヲ
締
結
ス
ル
ニ
至
ル
マ
テ
ノ
間
、
両
国
通
商 

関
係
ノ
基
礎
ト
シ
テ
、
相
互
ニ
最
恵
国
ノ
地
位 

ニ
於
ケ
ル
待
遇
ヲ
与
フ
ル
ノ
方
法
ヲ
採
用
ス 

ヘ
キ
コ
ト
ヲ
約
ス
。
而
シ
テ
、
輸
入
税
及
輸
出
税
、 

税
関
手
続
、
通
過
税
及
噸
税
、
並
一
方
ノ
代
弁
者
、 

臣
民
及
船
舶
ニ
対
ス
ル
他
ノ
一
方
ノ
領
土
ニ 

於
ケ
ル
入
国
ノ
許
可
及
待
遇
ハ
何
レ
モ
前
記 

ノ
方
法
ニ
依
ル
。 

第
十
三
条 

本
条
約
実
施
ノ
後
、
成
ル
ヘ
ク
速
ニ
一
切
ノ
俘 

虜
ハ
互
ニ
之
ヲ
還
附
ス
ヘ
シ
。
日
本
帝
国
政
府 

及
露
西
亜
帝
国
政
府
ハ
各
俘
虜
ヲ
引
受
ク
ヘ 

キ
一
名
ノ
特
別
委
員
ヲ
任
命
ス
ヘ
シ
。
一
方
ノ 

政
府
ノ
收
容
ニ
係
ル
一
切
ノ
俘
虜
ハ
、
他
ノ
一 

方
ノ
政
府
ノ
特
別
委
員
、
又
ハ
正
當
ニ
其
ノ
委 

任
ヲ
受
ケ
タ
ル
代
表
者
ニ
引
渡
シ
、
同
委
員
又 

ハ
其
ノ
代
表
者
ニ
於
テ
之
ヲ
受
領
ス
ヘ
ク
、
而 

シ
テ
、
其
ノ
引
渡
及
受
領
ハ
、
引
渡
国
ヨ
リ
予
メ 

受
領
国
ノ
特
別
委
員
ニ
通
知
ス
ヘ
キ
便
宜
ノ 

人
員
、
及
引
渡
国
ニ
於
ケ
ル
便
宜
ノ
出
入
地
ニ 

於
テ
之
ヲ
行
フ
ヘ
シ
。 

日
本
国
政
府
及
露
西
亜
国
政
府
ハ
俘
虜
引
渡 

完
了
ノ
後
、
成
ル
ヘ
ク
速
ニ
俘
虜
ノ
捕
獲
、
又
ハ 

投
降
ノ
日
ヨ
リ
死
亡
、
又
ハ
引
渡
ノ
時
ニ
至
ル 

マ
テ
、
之
カ
保
護
給
養
ノ
為
ニ
各
負
担
シ
タ
ル 

直
接
費
用
ノ
計
算
書
ヲ
互
ニ
提
出
ス
ヘ
シ
。
同 

計
算
書
交
換
ノ
後
、
露
西
亜
国
ハ
成
ル
ヘ
ク
速 

ニ
、
日
本
国
カ
前
記
ノ
用
途
ニ
支
出
シ
タ
ル
実 

際
ノ
金
額
ト
露
西
亜
国
カ
同
樣
ニ
支
出
シ
タ 

ル
実
際
ノ
金
額
ト
ノ
差
額
ヲ
日
本
国
ニ
拂
戻 

ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
約
ス
。 



第
十
四
条 

本
条
約
ハ
日
本
国
皇
帝
陛
下
及
全
露
西
亜
国 

皇
帝
陛
下
ニ
於
テ
批
准
セ
ラ
ル
ヘ
シ
。
該
批
准 

ハ
成
ル
ヘ
ク
速
ニ
、
且
如
何
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ 

モ
、
本
条
約
調
印
ノ
日
ヨ
リ
五
十
日
以
内
ニ
、
東 

京
駐
箚
仏
蘭
西
国
公
使
、
及
聖
彼
得
堡
駐
箚
亜 

米
利
加
合
衆
国
大
使
ヲ
経
テ
、
日
本
帝
国
政
府 

及
露
西
亜
帝
国
政
府
ニ
各
之
ヲ
通
告
ス
ヘ
シ
。 

而
シ
テ
、
其
ノ
終
ノ
通
告
ノ
日
ヨ
リ
本
条
約
ハ
、 

全
部
ヲ
通
シ
テ
完
全
ノ
效
力
ヲ
生
ス
ヘ
シ
。
正 

式
ノ
批
准
交
換
ハ
成
ル
ヘ
ク
速
ニ
華
盛
頓
ニ 

於
テ
之
ヲ
行
フ
ヘ
シ
。 

第
十
五
条 

本
条
約
ハ
、
英
吉
利
文
及
仏
蘭
西
文
ヲ
以
テ
、 

各
二
通
ヲ
作
リ
、
之
ニ
調
印
ス
ヘ
シ
。
其
ノ
各
本
文 

ハ
全
然
符
合
ス
ト
雖
モ
、
其
ノ
解
釈
ニ
差
異
ア 

ル
場
合
ニ
ハ
仏
蘭
西
文
ニ
拠
ル
ヘ
シ
。 

右
証
拠
ト
シ
テ
、
両
国
全
権
委
員
ハ
、
茲
ニ
本 

講
和
条
約
ニ
記
名
・
調
印
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。 

明
治
三
十
八
年
九
月
五
日
、
即
一
千
九
百
五
年 

八
月
二
十
三
日
（
九
月
五
日
）
、
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
」
（
「
ニ
ュ
ー
、
ハ 

ム
プ
シ
ャ
」
州
）
ニ
於
テ
之
ヲ
作
ル
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
村
寿
太
郎
（
記
名
）
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
平
小
五
郎
（
記
名
）
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

セ
ル
ジ
、
ウ
ヰ
ッ
テ
（
記
名
）
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロ
ー
ゼ
ン
（
記
名
）
印 

 

天
佑
ヲ
保
有
シ
、
万
世
一
系
ノ
帝
祚
ヲ
践
ミ
タ
ル 

日
本
国
皇
帝
（
御
名
）
、
此
書
ヲ
見
ル
有
衆
ニ
宣 

示
ス
。 

朕
明
治
三
十
八
年
九
月
五
日
、
亜
米
利
加
合
衆 

国
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
」
（
「
ニ
ュ
ー
、
ハ
ム
プ
シ
ャ
」
州
）
ニ
於 

テ
、
帝
国
全
権
委
員
及
露
国
全
権
委
員
ノ
記
名
・ 



調
印
シ
タ
ル
講
和
条
約
ノ
各
条
目
ヲ
親
シ
ク 

閲
覧
点
検
シ
タ
ル
ニ
、
善
ク
朕
ノ
意
ニ
適
シ
、
間 

然
ス
ル
所
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
右
条
約
ヲ
嘉
納
批
准 

ス
。 

神
武
天
皇
即
位
紀
元
二
千
五
百
六
十
五
年
、
明 

治
三
十
八
年
十
月
十
四
日
、
東
京
宮
城
ニ
於
テ 

親
ラ
名
ヲ
署
シ
璽
ヲ
鈴
セ
シ
ム
。 

 

御
名 

 

国
璽 

 

外
務
大
臣
伯
爵
桂
太
郎
印 

   

本
日
附
日
本
国
及
露
西
亜
国
間
講
和
条
約
第 

三
条
及
第
九
条
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
、
下
名
ノ
全
権 

委
員
ハ
左
ノ
追
加
約
款
ヲ
締
結
セ
リ
。 

第
一 

第
三
条
ニ
付 

日
本
帝
国
政
府
及
露
西
亜
帝
国
政
府
ハ
同 

時
ニ
、
且
講
和
条
約
ノ
実
施
後
直
ニ
、
満
洲
ノ 

地
域
ヨ
リ
各
其
ノ
軍
隊
ノ
撤
退
ヲ
開
始
ス 

ヘ
キ
コ
ト
ヲ
互
ニ
約
ス
。
而
シ
テ
、
講
和
条
約 

実
施
ノ
日
ヨ
リ
十
八
箇
月
ノ
期
間
内
ニ
、
両 

国
ノ
軍
隊
ハ
遼
東
半
島
租
借
地
以
外
ノ
満 

洲
ヨ
リ
全
然
撤
退
ス
ヘ
シ
。 

前
面
陣
地
ヲ
占
領
ス
ル
両
国
軍
隊
ハ
最
先 

ニ
撤
退
ス
ヘ
シ
。 

両
締
約
国
ハ
満
洲
ニ
於
ケ
ル
各
自
ノ
鉄
道 

線
路
ヲ
保
護
セ
ム
カ
為
、
守
備
兵
ヲ
置
ク
ノ 

権
利
ヲ
留
保
ス
。
該
守
備
兵
ノ
数
ハ
一
「
キ
ロ 

メ
ー
ト
ル
」
毎
ニ
十
五
名
ヲ
超
過
ス
ル
コ
ト 

ヲ
得
ス
。
而
シ
テ
、
日
本
国
及
露
西
亜
国
軍
司 

令
官
ハ
、
前
記
最
大
数
以
内
ニ
於
テ
、
実
際
ノ 



必
要
ニ
顧
ミ
、
之
ヲ
使
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
守
備 

兵
ノ
数
ヲ
、
双
方
ノ
合
意
ヲ
以
テ
成
ル
ヘ
ク 

小
数
ニ
限
定
ス
ヘ
シ
。 

満
洲
ニ
於
ケ
ル
日
本
国
及
露
西
亜
国
軍
司 

令
官
ハ
、
前
記
ノ
原
則
ニ
従
ヒ
、
撤
兵
ノ
細
目 

ヲ
協
定
シ
、
成
ル
ヘ
ク
速
ニ
、
且
如
何
ナ
ル
場 

合
ニ
於
テ
モ
、
十
八
箇
月
ヲ
超
ヘ
サ
ル
期
間 

内
ニ
撤
兵
ヲ
実
行
セ
ム
カ
為
、
双
方
ノ
合
意 

ヲ
以
テ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
執
ル
ヘ
シ
。 

第
二 

第
九
条
ニ
付 

両
締
約
国
ニ
於
テ
各
任
命
ス
ヘ
キ
同
数
ノ 

人
員
ヨ
リ
成
ル
境
界
画
定
委
員
ハ
、
本
条
約 

実
施
後
、
成
ル
ヘ
ク
速
ニ
、
薩
哈
嗹
島
ニ
於
ケ 

ル
日
本
国
及
露
西
亜
国
領
地
間
ノ
正
確
ナ 

ル
境
界
ヲ
、
永
久
ノ
方
法
ヲ
以
テ
実
地
ニ
就 

キ
画
定
ス
ヘ
シ
。
該
委
員
ハ
地
形
ノ
許
ス
限 

リ
、
北
緯
五
十
度
ヲ
以
テ
境
界
線
ト
ナ
ス
コ 

ト
ヲ
要
ス
。
若
シ
何
レ
カ
ノ
地
点
ニ
於
テ
、
同 

緯
度
ヨ
リ
偏
倚
ス
ル
ノ
必
要
ヲ
認
ム
ル
ト 

キ
ハ
、
他
ノ
地
点
ニ
於
ケ
ル
対
当
ノ
偏
倚
ニ 

依
リ
テ
之
ヲ
填
補
ス
ヘ
シ
。
該
委
員
ハ
譲
与 

中
ニ
包
含
セ
ラ
ル
ル
附
近
島
嶼
ノ
表
及
明 

細
書
ヲ
調
製
ス
ル
ノ
任
ニ
当
リ
、
且
譲
与
地 

域
ノ
境
界
ヲ
示
ス
地
図
ヲ
調
製
シ
、
之
ニ
署 

名
ス
ヘ
シ
。
該
委
員
ノ
事
業
ハ
、
両
締
約
国
ノ 

承
認
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
。 

前
記
追
加
約
款
ハ
、
其
ノ
附
属
ス
ル
講
和
条
約 

ノ
批
准
ト
共
ニ
、
批
准
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
看 

做
サ
ル
ヘ
シ
。 

明
治
三
十
八
年
九
月
五
日
、
即
一
千
九
百
五
年 

八
月
二
十
三
日
（
九
月
五
日
）
、
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
」
ニ
於 

テ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

小
村
寿
太
郎
（
記
名
） 



 
 
 
 
 
 
 
 

高
平
小
五
郎
（
記
名
） 

セ
ル
ジ
、
ウ
ヰ
ッ
テ
（
記
名
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

ロ
ー
ゼ
ン
（
記
名
） 


